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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２４年４月１日 １２時５０分ごろ 

発生場所 秋田県にかほ市象潟
きさかた

漁港西方沖 

 にかほ市所在の象潟港防波堤灯台から真方位２７８°９.７海里付近 

 （概位 北緯３９°２２.０′ 東経１３９°４１.４′） 

事故調査の経過  平成２４年４月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 寳
ほう

徳
とく

丸、１６トン 

 ＡＴ２－１０７４（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.２５ｍ（Lr）×４.２８ｍ×１.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８９kＷ、昭和５３年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 昭和５０年７月３１日 

  免許証交付日 平成２４年３月８日 

         （平成２９年５月２２日まで有効） 

機関員 男性 ５８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 昭和５１年６月１８日 

  免許証交付日 平成２３年３月３１日 

         （平成２９年３月２５日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（機関員） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長、機関員及び甲板員ほか１人が乗り組み、象潟漁港西

方沖の漁場において沖合底びき網漁の操業を行っていた。 

 本船は、船首を南方に向けて４回目の揚網を始め、機関員は、後部

甲板の船首側に設置された左右舷のリールウインチを操作し、引き綱

に続いて底びき網の網口付近まで巻き取った。 

船長は、機関を中立として後部甲板で作業に加わり、甲板員が、リ

ールウインチの後方の同甲板中央に設置された揚網機のボールローラ

ーに網を挟み込み、ボールローラーを正転（網を船内に取り込む方
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向）させて揚網を行っていたが、網口に袋網が引っ掛かって網が丸ま

った状態となった。 

 船長は、網を揚げると漁獲物が傷むので、網を海に戻すことにし、

ボールローラーから網を外したのち、甲板員２人と共に船尾端で網の

様子を見ていた。 

機関員は、網がボールローラーから外れていたのを見てボールロー

ラーに網を挟み込み、海に網が落ちないようにしようと思った。 

機関員は、船長に報告せずに‘揚網機のクラッチ操作レバーにプラ

スチック製の枠組みを連結させた装置’（以下「操作レバー連結枠」

という。）を正転から中立に操作した。 

機関員は、ボールローラーが止まっていると思い、ボールローラー

の船首側でボールローラーの下側から網を右手で挟み込んだところ、

ボールローラーが微速で逆転（網を海中に押し戻す方向）しており、

平成２４年４月１日１２時５０分ごろ網と共に右手がボールローラー

に巻き込まれた。 

機関員は、操作レバー連結枠が中立の位置を過ぎて逆転に入ってい

たことに気付き、右手を下ろして外そうとしたが外れず、右腕から右

肩付近まで巻き込まれ、左手で操作レバー連結枠を正転の位置に操作

して右腕を外した。 

船長及び甲板員は、船尾方を向き、網の状況を見ており、機関員が

揚網機の操作を行っていることを知らず、機関員が右腕を外したと同

時に網が甲板上に落下した音を聞いて本事故の発生を知った。 

船長は所属漁業協同組合の職員に救急車の手配を依頼し、機関員は

自力で船員室へ戻った。 

本船は、揚網後、象潟漁港へ帰港し、機関員は、待機していた救急

車で病院へ搬送され、右鎖骨骨折、右肋骨骨折及び血気胸と診断され

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約１ｍ 

 その他の事項 

 

 本船の揚網機は、油圧駆動であり、直径約２５㎝の２つのゴム製ボ

ールローラーを左右に配置し、回転させてその間に網を挟み込み、網

を船内に取り込むようになっていた。 

操作レバー連結枠は、揚網機の購入時にはなく、クラッチ操作レバ

ーのある船首側に行かなくても揚網機の近くにいれば、操作ができる

ように機関員が自作して取り付けたものであった。 

 操作レバー連結枠は、船首方向に動かすとボールローラーが正転

し、船尾方向に動かすと逆転するようになっていた。 

 機関員はリールウインチの操作を、甲板員は揚網機の操作をそれぞ

れ担当していた。 

 本船は、底びき網漁を日帰りで操業しており、０２時ごろ出港し、
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１６～１７時に帰港していた。 

本船は、一日平均８～９回の揚網を行っていたが、本事故当日、漁

獲量が少なく、４回目の揚網を終えれば帰港することにしていた。 

船長は、乗組員に対して漁ろう作業の指示を出し、それに従って乗

組員が漁ろう作業を行っていた。 

 乗組員の服装は、作業用救命衣の上に上下の合羽とゴム手袋を着用

し、ゴム長靴を履いていた。 

機関員の底びき網漁の操業経験は、約４０年であった。 

 機関員は、本事故後、操作レバー連結枠が中立から逆転の位置へ予

期せずに入ることを防ぐため、ストッパーを自作して取り付けた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり  

なし 

なし 

 本船は、象潟漁港の西方沖において、底びき網の揚網中、機関員

が、揚網機のボールローラーから網が外れていたのを見てボールロー

ラーに網を挟み込み、網が海に落ちないようにしようとし、操作レバ

ー連結枠を中立に操作したので、ボールローラーが止まっていると思

い、微速で逆転していたボールローラーに網を右手で挟み込んだこと

から、網と共に右手がボールローラーに巻き込まれて負傷したものと

考えられる。 

 機関員は、船長に報告せずに網が海に落ちないようにボールローラ

ーに網を挟み込もうとし、一方、船長は網が丸まった状態となったこ

とからボールローラーから網を外して海に戻そうとしていたが、両者

の間で連絡をとりながら作業を行っていれば、本事故の発生を回避で

きた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、象潟漁港の西方沖において、底びき網の揚網

中、機関員が、ボールローラーに網を挟み込み、網が海に落ちないよ

うにしようとし、操作レバー連結枠を中立に操作したので、ボールロ

ーラーが止まっていると思い、微速で逆転していたボールローラーに

網を右手で挟み込んだため、網と共に右手がボールローラーに巻き込

まれたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・揚網機を操作する際は、船長に報告した上、揚網機のボールロー

ラーの回転状況を目視で確認してから行うこと。 

・漁ろう機器の改造に関しては、専門の業者に相談することが望ま

しい。 

 




